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【付録】 

 本論の 3 つのテーマごとに先行事例を整理しつつ、市町村がドローンを導入する

際に必要となる留意事項を示す 

・３つのテーマを実施する際の留意点 

・操縦訓練のモデル  
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１．災害時のドローン活用の方向性 

災害時において想定されるドローンの活用方法は、⑴状況把握、⑵物資輸送、⑶

避難支援の３つが想定される。 

 

（１）状況把握  

・災害発災時には、迅速な被害状況の把握が重要となるが、道路の寸断や火災の

発生等により、地方公共団体職員等が現場入りできない場合、ドローンを活用

することで、安全かつ迅速な被害状況の確認が可能となる。 

 （県立大学と共同で実施した実証実験において、災害初動期の消防団業務（陸

閘や水門の閉鎖状況確認）をドローンが代替可能であることを実証済）。 

・ネットワーク回線を利用することで、災害現場から直接、市町村の災害対策本

部や消防、自衛隊等の関係機関と情報を共有することも可能となる。 

・本県においては、「岩手県地域防災計画」に定める「孤立化対策計画」として、

空中偵察に対し、住民から送る合図（手信号）を決め、市町村がその方法を周

知し、孤立集落にいる住民や消防団員から、被害状況や要救助者情報等を直接

収集できる体制を構築することとしている。 

・災害時におけるドローンの活用は、孤立化対策と連携した対応が求められる。 
 

【参考】空中偵察に対する県統一合図のルール（案） 

 

 

 
 
 

（２）物資輸送 

・物資輸送機能を備えたドローンを活用することにより、孤立化した集落に対

して、医薬品や食料等の救援物資の輸送が可能となる。 

・一部の市町村において、先行した取組が進められているが、地域住民の協力

を得つつ、平時から物資輸送の拠点、飛行ルートの設定や物資輸送訓練の実

施が必要となる。 

ア 赤旗（負傷者等があり、早急な救助を求める場合） 

イ 黄旗（負傷者等はいないが、救援物資等を求める場合） 

ウ 白旗（異状なし又は存在を知らせる場合） 
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【写真】ドローンを活用した孤立集落への物資輸送デモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３）避難支援  

・カメラ搭載のドローンを活用することで、消防団員等が現地に入らずとも、

避難指示区域内に残っている避難者の把握が可能となる。 

・スピーカーを搭載したドローンを活用することで、防災無線が聞き取れなか

った人や地域に対し、小回りの利いた個別の案内が可能となる。 

・当該地区の土地勘を持たない外国人を含めた観光客に対し、迅速な避難誘導

が可能となる。 
 

【写真】ドローンを活用した避難誘導実証実験 
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【参考】第４回岩手県復興防災ＤＸ研究会（Ｒ6.11.21）資料 
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２．ドローン活用時の視点 

（１）平時と有事の使い分け 

・災害時に事故なく、迅速にドローンを活用するためには、平時から活用され

ているドローンをそのまま活用するフェーズフリーの体制を取ることが望

ましい。 

・この視点は、費用対効果の側面においても重要となる。 

・例えば、橋梁等の検査を行う土木関係、鳥獣被害対策調査を行う環境生活関

係、密漁対策等を含めた飛行を行う水産関係の所管部局など、平時にドロー

ンを保有・活用している職員が災害対応に当たるなど、有事には応急対応活

動に当たる体制を構築することなどが考えられる。 

 ・庁内のドローン数を把握し、平時から災害時に担う役割を分担（背番号）し

て平時と有事とを使い分けることも有効な対応となる。 

 

（2）操縦訓練 

・ドローン操縦には高度な技術と経験が必要となることから、岩泉町などでは、

有事に備え、平時からドローン操作に当たる職員を育成している。 

・一方、実際の災害現場に近いシミュレーション環境を作ることが難しいこと

やドローンの購入・維持費用に加え、訓練のための人員・施設の確保にもコ

ストがかかることから、人材育成を行う場合のハードルが高い状況がある。 

・加えて、ドローンの飛行には法的規制が伴う場合があり、専門的な知識の取

得が必要となる。 

・消防庁が、消防職員、団員を対象として、消防学校での訓練も実施している。 
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【参考】岩泉町ブルードラゴン隊 

 

 

 

 

 

 

【参考】大船渡市林野火災時の緊急用務空域情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）主体間連携 

・被災した市町村では、膨大な作業に追われる一方、情報の不足、人員の不

足、各種対策のノウハウの不足等により、被災市町村のみでの対応では限

界があり、広域での連携体制を検討しておくことが必要となる。 

・平時から情報交換や災害時の協定等を締結し、以下のような内容を検討す

ることが求められる。 
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○市町村間連携・人材育成の方法などについて意見交換や情報共有 

○ドローンの機体、パイロット等の相互補完 

○物資（利用可能な衣料品や食料等）の備蓄状況、医療機関の状況、孤立

地域の場所等の共有 

 

①水平連携（市町村間連携） 

・災害対応力強化のためには、物資供給や応援職員派遣の調整など近隣市町

村との連携が重要となる。 

・平時から保有するドローンの台数やパイロット数などについても共有を図

り、周辺市町村間での協力連携体制や同時被災の可能性の低い市町村間と

の協力・連携体制を構築することが重要となる。 

   ②垂直補完（県・市町村の連携） 

・災害規模が大きい場合、隣接市町村で同様の被害が発生している可能性が

高いため、県への応援要請を行うことや、振興局等を通じて他の振興局管

内の市町村と相互に連携を取ることを想定する必要がある。 

  ・広域災害等を想定し、応急対応時に、県で保有するドローン及びパイロッ

トを応援部隊として、被災市町村に派遣するスキーム等を検討することが

必要となる。 

   ③民間連携（連携協定） など 

・人口減少、少子高齢化、過疎化が進んでいる中にあって、地方公共団体だけ

ではなく、住民や民間企業と連携した防災力の維持強化を目指すことが望

ましい。 

・全国的に、民間企業と災害時におけるドローンの連携協定を締結する地方

公共団体が増えてきており、地域のマンパワーや財政規模とを勘案しなが

ら、民間連携を模索していくことが重要となる。 
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   ＜民間連携のメリット＞ 

    ・高度な運航技術が利用可能（遠隔運転、自動運転等）となる。 

・ドローンの機体購入費用やパイロット育成費等が不要となる。 

・災害対応時に不足する市町村職員や消防団員等の人員不足を補う効果 

がある。 

 

（4） ドローンを購入してから必要なこと、必要な知識 

 ① 登録制度 

   ア 目的 

   （ア）事故発生時などにおける所有者把握 

   （イ）事故の原因究明など安全確保上必要な措置の実施 

  （ウ）安全上問題のある機体の登録を拒否し安全を確保すること 

 

イ 概要 

項 目 内  容 

対  象 100ｇ以上の無人航空機（ドローン、ラジコン機等） 

登録義務 飛行前に機体ごとに登録が必要。登録せずに飛行させると１年以

下の懲役又は 50万円以下の罰金 

登録期間 ３年間（登録日から起算し、満了前に更新が必要） 

登録方法 国土交通省の「DIPS2.0」システムからオンライン申請又は郵送

申請 

登録証明 登録記号（数字＋英字）の機体表示及びリモート IDの装着 

 

     ウ 相談窓口 

     無人航空機ヘルプデスク（国土交通省） 

     ・電話番号：03-5539-0352 

     ・受付時間：平日９時～17時 

（土日・祝日・年末年始 12月 29日～１月３日を除く） 
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   ②法制度  

ドローンに関する主な規制は、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法等 

がある。 

   ア 航空法 

     航空法において、無人航空機の飛行に当たって確保すべき安全は、 

・ 航空機の航行の安全 

・ 地上、水上の人又は物件の安全 

であり、これらに危害を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げる飛行の

空域と方法（特定飛行）を規制しており、国土交通大臣の許可や承認が必要

となる。 

(ア)特定飛行 

      a 規制対象となる飛行の空域 

・ 空港等の周辺の上空の空域 

・ 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行 

の安全を確保する必要がある空域（緊急用務空域） 

・ 地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域 

・ 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省ホームページから引用） 

       b 規制対象となる飛行の方法 

・ 夜間飛行（日没から日出まで） 

・ 操縦者の目視外での飛行（目視外飛行） 



11 

・ 第三者又は第三者の物件との間の距離が 30ｍ未満での飛行 

・ 祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催しが行われている場

所の上空での飛行 

・ 爆発物など危険物の輸送 

・ 無人航空機からの物件の投下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省ホームページから引用） 

 

   (イ)飛行許可・許可承認制度 

飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態について 

は、そのリスクに応じて次に掲げるとおりに分類される。 

 

 

（国土交通省ホームページから引用） 
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  （ウ）捜索又は救助のための特例（航空法第 132条の 92） 

     国や地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故、災害等に際

し、捜索又は救助を目的として無人航空機を飛行させる場合には、特例と

して飛行の空域及び方法の規制が適用されない。 

     なお、災害時の対応であっても、国や地方公共団体にかかわらない独自

の活動にあっては、特例の対象とはならず、国の飛行の許可・承認などの

手続き等が必要となる。 

 

《「捜索又は救助」とは》 

 事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれが

ある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置を

指しており、当該措置をとることについて緊急性がある飛行について

は、本特例が適用されることとなる。 

例えば、大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤

立が発生する可能性があることから、被災者の捜索又は救助に加え、被

災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需

品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅や

その地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、当該特例の対象

となる。 

 

 

    ・ 空域を管轄する空港事務所 

官署 連絡先 (適用条項）提出先の管轄区域 

 
東京航空局 
 
 
 
執務時間外
連絡先 
：東京空港
事務所 

 
平日 9時～17時 
03-6685-8005 
cab-emujin-
daihyo@mlit.go.jp 
 
(24時間対応 
050-3198-2865 
cab-wmujin-
daihyo@mlit.go.jp) 
 

 
（航空法第 132条の 85第１項
第２号及び同法第 132条の 86） 
（カテゴリーⅡ飛行に限る） 
※東日本 
北海道、青森県、岩手県、宮城
県、秋田県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県、静岡
県 
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    ・ 通知すべき内容 

内 容 具体例 

飛行目的 山岳救助（滑落者の捜索） 

飛行範囲（所在地、緯度経度（世
界測地系）による飛行範囲） 

○○山（北緯○度〇分〇秒、東経△度
△分△秒）を中心に半径 500ｍ以内 

最大飛行高度（地上高及び海抜
高） 地上高○○○ｍ、海抜高○○○ｍ 

飛行日時（終了時刻が未定の場
合はその旨を連絡） 

現在から終了時刻未定（追って連絡す
る） 

機体数（同時に飛行させる無人
航空機の最大機数） ２機 

機体諸元（無人航空機の種類、
重量等） 

飛行機／ヘリコプター／マルチコプ
ター等、10kg 

飛行の主体者の連絡先 ○○株式会社、担当○○、 090-
××××-×××× 

飛行の依頼元（依頼に基づく場
合） ○○県△△消防局 

 

  （エ）緊急用務空域 

     警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合

に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域（緊急用務空域）が指定され、

国土交通省 HP、X（旧 Twitter）にて公示される。 

     無人航空機を飛行させる者は、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用

務空域に該当するか否か確認することが義務付けられている。 
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（国土交通省ホームページから引用） 

 

イ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する

法律 

    小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲概ね 300ｍの

周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されている。 

 

（警察庁ホームページから引用） 

     【岩手県内の対象施設】 

      ・ 航空自衛隊山田分屯基地 

        管轄（通報先）～宮古警察署 

      ・ 陸上自衛隊岩手駐屯地 

        管轄（通報先）～盛岡西警察署 
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  ウ 飛行経路下の土地所有者の合意 

    内閣官房において、無人航空機を第三者の土地の上空において飛行させる

場合における土地所有権との関係について、次のとおり整理している。 

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】 

 民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地

の上下に及ぶ。」（第 207 条）と規定されているが、その所有権が及ぶ土

地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する

限度」とされている。 

 このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当

たって、常に土地所有者の同意を得る必要があるわけではないものと解

される。 

 この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲について

は、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の

設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されること

になる。 

 

今後、無人航空機が様々な用途で用いられ、その飛行エリアや頻度が増加

することが予想される中、土地所有者をはじめとする地域の理解と協力を得

ることは極めて重要である。 

このため、無人航空機の運航者には、適切な機体の使用、安全ルートの設

定のほか、地域の関係者に丁寧に説明し、理解と協力を得る取り組みが求め

られる。 

 

※ドローンに関する制度・法整備等に関しては、国ホームページ等を参照し、

最新の情報に留意すること 
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（５）活用可能な補助金等 

ドローンの導入を検討する際、活用できる財政措置について記述する。 

 

①新しい地方経済・生活環境創生交付金（第 2 世代交付金） 

＜概要＞ 

地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、日本経済

成⾧の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、地方公共団体の自

主性と創意工夫に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資す

る地域の独自の取組を、計画から実施まで強力に後押し 

・デジタル実装型：デジタル技術を活用した地域の課題解決や魅力向上に資

する取組を支援 

・地域防災緊急整備型：避難所の生活環境を抜本的に改善するため、地方公

共団体の先進的な防災の取組を支援 

＜財政措置＞ 

    補助率：1/2 等 

 

【参考】新しい地方経済・生活環境創生交付金 
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②緊急防災・減災事業債 

＜概要＞ 

防災基盤整備事業及び公共施設等耐震化事業で、東日本大震災等を教訓

として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災

のための地方単独事業等が対象。 

防災部局が物資輸送等に活用するドローンの整備を行う場合に地方財政

措置として、緊急防災・減災事業債の対象となるよう、令和６年度に対象

事業が拡充された。（総務省 運用要綱等を参照のこと） 

＜対象となる内容＞ 

災害発生時に孤立地域などへ物資輸送等を行うために地方公共団体の防

災部局が管理・運用するドローンの整備が対象。 

 

【参考】緊急防災・減災事業債 地方債充当率 

 

 

 

 

 

③消防団設備整備費補助金 

＜対象＞ 

消防団救助能力向上資機材の整備 

AED、油圧切断機、エンジンカッター、チェーンソー、切創防止用保

護衣等、ジャッキ、水のう、多機能型ノズル、ドローン、水中ドロー

ン、発電機、排水ポンプ、ボート、救命胴衣等、トランシーバー、高

視認性活動服、高性能防火衣、高視認性雨衣、高視認性防寒衣、可搬

消防ポンプ等 

＜財政措置＞ 

補助率 1/3 

（地方負担分 2/3に特別交付税措置(措置率 0.8) 
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※ドローンに関する補助金に関しては、国ホームページ等を参照し、最新の情報

に留意すること 
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【付録 1】 

  本論の３つのテーマ（状況把握、物資輸送、避難支援）ごとに先行事例、実

施に当たっての留意点を（令和 4年度から 6年度に公立大学法人岩手県立大学

に委託した「災害時ドローン導入実証業務」の成果を踏まえ）付録として示

す。 

 

１ 県の実証実験の実例紹介 

（1）状況把握 

＜令和 7年 1月 17日岩泉町にて実証実験（ドローンによる行方不明者探索）＞ 

・厳冬期においても、サーマルカメラ付きドローン各種で、様々な条件下での

行方不明者対象者の視認性を確認 
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・ドローンの光学カメラのスペックに応じてドローンの運用方法の変化を検  

 証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）物資輸送 

＜令和 6年 8月 25日宮古市総合防災訓練(物流用ドローンによる災害時物資

輸送デモ)＞ 
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※医薬品搬送の前後に必要となる医師・薬剤師等との連携事項の整理 

・厚生労働省・国土交通省「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライ

ン」(以下「ガイドライン」という。)参照 

  ・主な事項は以下のとおり 

 

【医薬品販売業者又は薬局から、医薬品販売業者、薬局又は医療機関に対し

て、医薬品を配送する際の留意事項】 

① 事業計画及び業務手順書の作成 

事業計画及び当該事業計画において定めた配送方法を確実に実施する 

ための業務手順書を作成する必要がある。 

ア  配送の対象とする医薬品 

イ  配送する医薬品の品質や安全性の確保 

ウ  配送先への確実な配送の方法 

② 事業の実施 

事業計画において決定した方法が確実に実施できるよう、上記①を踏 

まえて作成した業務手順書に従って業務を実施すること。 

 

【薬局から患者に対して、薬剤を配送する際の留意事項】 

① 基本的事項(詳細はガイドライン第 2章１項参照)に関する追加的留意

事項 

② 患者に対する確実な授与及び紛失の防止に関する追加的留意事項 

③ 服薬指導の実施 

 

【医療機関から患者に対して、薬剤を配送する際の留意事項】 

「医薬品販売業者又は薬局から、医薬品販売業者、薬局又は医療機関に

対して、医薬品を配送する際の留意事項」、「薬局から患者に対して、薬剤

を配送する際の留意事項」に準じた対応を行う。 

 

 

（３） 避難支援 

＜令和 7年 2月 8日～9日宮古市実証実験(地域防災活動団体・消防団業務代替

実証実験)＞ 

・安全個所からのドローン離陸→防浪提による死角エリア（海側）の残存者

確認エリアまでドローンを目視内飛行で往復 

・残存者確認エリアまでの移動過程は安全に飛行が可能かを確認 

・ポイント：川上空を飛行することで、電柱、道路上空通過をどこまで避け 
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られるか、「目視内飛行」で残存者確認エリアに到達が可能か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波警報発令時に沿岸部の消防団が担う防潮堤の陸閘・水門の閉鎖状況

の空中からの確認、目視では視覚となる防潮堤の向こう側の避難残存者

想定位置を確認できるかを確認 
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※避難支援にあたっては、ドローンスピーカーの音声が聞こえる範囲を踏まえ 

た、ドローン運行範囲の事前設定が必要となるため留意 

 

＜令和 7年 3月 11日宮古市総合防災訓練＞ 

・ドローンを長内川河口の水門上空まで移動、ドローンの広報用スピーカーか

ら避難指示広報、ドローンを離陸場所まで帰着させ、避難者の移動の様子を

確認 
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２ 地元の消防団との連携 

実災害での活動実績として盛岡市消防団、矢巾町消防団を例にすると、火災

現場で上空から赤外線カメラを使用しての残火確認、主に山林での行方不明者

の捜索、関係施設からの依頼を受けて施設内に侵入が疑われた熊の検索等があ

り、人力では困難又は危険な任務を効率的に行うことが可能。 

また、物資搬送可能（5.5 ㎏まで）なドローンを所有する矢巾町では、令和

７年の消防演習で軽量物品の搬送を披露したところであり、災害時の使用を考

慮した活動が行われている。 

 

３ 事前準備の留意点 

・津波避難誘導に活用する場合の一つの方法として、操縦者がどこでドロー

ンを操作するか、避難者をどこに案内するか事前に想定しておくことが必

要。 

  ・ボロノイ図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「ボロノイ図」平面上にあるいくつかのポイントを中心に、均等に領域

が分けられている網目のような図。 

〇領域ごとに、もっとも近い地点を示すことができるため、地図などで最

寄りの駅や施設を示すときに使われるもの。 
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【付録２】 

ドローン操縦訓練のモデルを、付録として示す。 

 

１ 民間の訓練機関の活用  

現在、県内では 13市町村が民間企業・団体と協定を締結し、平時及び災害時

の連携を図っている（令和７年９月１日現在）。 

 

市町村名 協定名称 協定先 締結年月日 

盛岡市 災害時における無人航空機によ

る活動協力に関する協定 

NPO 法人ドローン地域活

性化センター 

令和７年２月21日 

宮古市 災害時等における無人航空機に

よる業務協力に関する協定 

株式会社トップクルー 平成30年10月15日 

大船渡市 災害時における無人遠隔操作航

空撮影に関する協定 

一般社団法人東日本ド

ローン協会岩手支部 

平成29年１月23日 

北上市 災害時のドローンによる情報収

集などに関する協定 

花北興産有限会社 平成30年７月25日 

遠野市 災害発生時における無人航空機を

活用した情報収集に関する協定 

株式会社栄組 平成29年12月22日 

八幡平市 無人小型航空機活用等に関する

連携協力協定 

一般社団法人いわてド

ローン操縦士協会 

令和３年３月25日 

滝沢市 滝沢市と湊運輸倉庫株式会社

（DRONE PEAK運営会社）との包括

的な連携に関する協定 

湊運輸倉庫株式会社

（DRONE PEAK運営会社） 

令和７年３月27日 

雫石町 ドローンを活用した災害時等業

務協力協定 

岩手県ドローン協会 平成30年５月23日 

岩手町 無人航空機活用等に係る連携協

力協定 

真柴商会株式会社 令和３年２月１日 
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紫波町 災害時における無人航空機によ

る情報収集に関する協定 

株式会社マルショウ紫

波 

平成30年10月15日 

災害時における無人航空機の運

用に関する協定 

JUAVACドローンエキスパ

ートアカデミー岩手校 

令和２年２月13日 

 

矢巾町 無人航空機活用等に係る連携協

力協定 

一般社団法人いわてド

ローン操縦士協会 

平成30年８月17日 

山田町 災害時における無人航空機によ

る業務協力に関する協定 

株式会社トップクルー 令和４年３月25日 

岩泉町 行方不明者発見活動等における

岩泉町防災活動等偵察マルチコ

プターによる協力に関する協定 

岩泉警察署 令和４年２月21日 

  

（１）主な協定内容 

・ 災害発生時における無人航空機による災害現場の映像、画像等の情報収集 

  ・ 災害発生時における孤立者への物資等の輸送 

  ・ 平時における災害予備調査 

・ ドローン活用による調査・研究 

  ・ 農林振興及び害獣駆除 

  ・ 管理施設等の巡視・保守点検 

 

  （２）主な活動事例 

  ・ 市町村総合防災訓練への参加 

  ・ 林野火災における熱源センサーによる火災現場調査 

  ・ 原野火災における焼損面積の算定 

・ 孤立地区への物資輸送訓練 

・ 行方不明者捜索 
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 （３）活動写真 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（大船渡市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八幡平市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（滝沢市） 
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（４）他地域の主な事例 

    ア 静岡県熱海市 

      土石流災害時にドローンで３Ｄ状況図を作成。現場把握や二次災害防 

止に活用。 

    イ 能登半島（石川県） 

複数民間企業連携による倒壊家屋点検や避難所物資輸送。地滑り監視

や孤立解消にも活用。 

 

２ 消防団としての活動 

盛岡市消防団は、航空支援隊（人員 16名）を組織して活動している。訓練に

ついては航空支援隊員のみで行い、岩手県消防学校に集結し、月に１回程度の

頻度で実施している。 

また、隊員確保の取組として、盛岡市が年に１人分の経費を負担することに

より操縦士を育成し、隊員の確保に努めている。 

活動実績として、火災現場で上空から赤外線カメラを使用しての残火確認、

主に山林での行方不明者の捜索、関係施設からの依頼を受けて施設内に侵入が

疑われた熊の検索等があり、人力では困難又は危険な任務を効率的に行うこと

が可能。 

矢巾町消防団は、盛岡市消防団をモデルに航空支援隊を組織。隊員は 15 名

で年に１～２名の操縦士を町の経費で養成している。養成する操縦士は消防団

員に限定せず、町の防災担当者等も資格取得しているが、結果として防災担当

者が消防団員でもあるため、これまでの操縦士は消防団のみとなっている。 

訓練は金ケ崎町の真柴商会と協定を結び、岩手県消防学校に真柴商会講師を

招き、月に１回頻度の訓練を目標としているが、達成できていない状況。 

活動実績は火災現場での残火確認のみであるが、３機所有するドローンの内

１機は 5.5㎏までの物資搬送が可能であり、令和７年度の消防演習で軽量物品

の搬送を披露したところであり、今後、更なる活動を模索している。 
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３ 自治体内での育成  

・各種研修及び講習会を活用して育成 
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【参考 1】 

以下、岩手県立大学からの報告書から引用（ドローン活用例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】ドローン購入時の留意点 
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【参考２】  

県内市町村のドローン保有状況（岩手県復興防災部調べ） 

 
※消防本部の数値は、市町村からの貸与を含む。 

（令和７年９月１日現在） 

 

【参考３】 

大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書 

 

・令和７年２月 26 日に岩手県大船渡市において発生した林野火災を受けて

「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を 

総務省消防庁が林野庁と共同で開催し、令和 7年 8月 26日に報告書をとり 

まとめている。 
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以下、「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討

会報告書」から、主なドローン関係部分を引用する。 
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（総務省消防庁ホームページより引用） 
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【参考４】 

国の動き（総務省消防庁における「災害情報伝達手段としてのドローン活用に

関する検討会」） 

 

・令和７年９月から、防災行政無線等の課題についてドローンによる解決を図

ることを目的として、「災害情報伝達手段としてのドローン活用に関する検討

会」を総務省消防庁が開催。令和７年度末に「災害情報伝達手段としてのド

ローンの活用に関する報告書」が公開された。 

・参考：総務省消防庁プレスリリース（令和７年８月）から引用 
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